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認定NP0法人制度とは、NP0法人のうち一定の要件を

満たしたものが認定を受けることで、個人や企業からの寄附
を受けやすくする制度です

認定NP0法人制度とは

法改正による主な認定制度の見直し

0仮認定制度の導入

1回に限のスタートアップ支援としてパブリック・サ

ポート・テスト(PST)基準を免除した仮認定制度(3
年間有効・更新なし)が導入されました。

0認定効果の拡充

認定NP0法人ヘの寄附者は、現行の所得税法上の所
得控除の適用のほか、税額控除を選択できるようになの
ました。

OPST基準の緩和

PST 基準が、相対値基準のみから、相対値基準、絶
対値基準、条例個別指定のうちいずれかーつに該当すれ
ぱよいことに恋りました。

※仮認定制度の導入以外は、平成23年税制改正にょの改正されたもので、税額

控除の選択は平成 23 年分以降の所得税について適用されます。また、 PST

基準の緩和については、平成23年6月30日以降の認定申請から適用されて

います。
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①パプリック・サポート・テスト(PST)に適合すること

②事業活動において、共益的な活動の占める割合が、 50%未満である
こと

③運営組織及ぴ経理が適切であること

④事業活動の内容が適正であること

⑤情報公開を適切に行っていること

⑥事業報告書等を所轄庁に提出していること

⑦法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと

⑧設立の日から1年を超える期間が経過していること

認定NP0法人の認定基準

※①~⑧の基準を満たしていても、欠格事由に該当する場合は、認定(仮

認定)を受けることはできません。

※仮認定を受ける場合、①の基準は免除されます。

認定NP0法人が受けられる税制上の措置

①寄附者に対する税制上の措置

0個人が寄附する場合

所得税の計算において、寄附金控除く所得控除)又は税額控除が

選択適用できます。

また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定(仮認定) N

P0法人ヘの寄附は、個人住民税の計算において、寄附金税額控除
が適用されます。

0法人が寄附をする場合

一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が

設けられています。

②認定NP0法人自身の優遇措置

0み恋し寄附金制度

収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特

定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄

附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます。

(仮認定NP0法人には適用されません。)
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認定申請にあたって

0 「特定非営利活動法人ガイドブック(認定編)」を参考
に、事前チェックシートで認定基準を満たしているか確
認するとともに、必要恋様式等を用意してください。

0申請に必要な書類には、申請様式・書式のほかにも納税
証明書等添付が必要な書類があのますので、申請様式・
書式の記載要領等でご確認ください。

0過年度について、事業報告書等、 NP0法人として東京
都ヘ提出する義務のある書類を期限までに提出してい
ることをご確認ください。

0認定申請書の受付から審査をし、認定に至るまでにはお

よそ6ケ月を目安としておのます。仮認定も同様です。

0認定q反認定)審査の過程で、提出された様式等以外の
書類の提示又は提出をお願いする場合があのます。根拠
となる資料を用意しておいてください。

0認定(仮認定)申請書の内容等を確認するために、法人
所在地に出向いて実態確認調査を行うことがあのます。

0主たる事務所の所在地が東京都内の場合には、東京都生
活文化局都民生活部管理法人課 NP0 法人係に申請書
をご提出ください。
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